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SBPS OMOセンター利用規約 

 

第1条 （規約の適用） 

1. 本規約は、SBペイメントサービス株式会社（以下｢SBPS｣といいます）が提供する本サービス

の利用に関し適用されます。 

2. 本規約の他に SBPSが別途定める特約、その他のガイドライン（以下、単に｢諸規程｣といいま

す）がある場合は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。 

3. 本規約の規定と前項の諸規程の内容が矛盾する場合、別段の定めがない限り、当該諸規程の内

容が優先して適用されるものとします。 

 

第2条 （規約の変更） 

SBPSは、一定の予告期間をもって SBPSが適当と判断する方法で利用者（第 3 条で定義）に

通知することにより、本規約を変更することができるものとします。 

 

第3条 （用語の定義） 

本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。 

(1) 利用者 
SBPSに本契約の申し込みをし、SBPSが契約を承諾した個

人、法人及び団体 

(2) 本契約 
本規約に基づき提供される本サービス利用に関する利用者

と SBPSの契約 

(3) SBPS OMOセンター 

クレジットカード等決済を処理サーバーに集約し、決済端末

からインターネット回線等を経由し利用できる SBPS のセ

ンター。クレジットカード等の決済情報を蓄積し、利用者に

取引情報を還元する機能を有する。 

(4) 決済端末 
利用者が本サービスの利用に際し、本サービスに関する設備

にアクセスするため、SBPSが指定した機器 

(5) 本サービス 第 5条に定めるサービス 

(6) 申込書 
本契約の申し込み手続きのために必要となる SBP 所定の申

込書、その他の書面 

(7) クレジットカード等 
商品等を購入クレジットカード、前払式カード及び同時決済

カード、その他の物、又は番号、記号その他の符号。 

(8) クレジットカード等取引 
商品もしくは権利又は役務の対価として、金銭等に換えてク

レジットカード等により商品等の代金を支払う取引 

(9) 利用カード会社 

利用者と直接クレジットカード等取引に関する加盟契約を

締結しており、かつ SBPS OMOセンターが対応しているク

レジットカード会社等。 

(10) クレジットカード等中継

センター 

利用者に SBPS がクレジットカード等決済サービスを提供

するにあたり、利用カード会社と SBPS OMOセンターを中

継する情報処理センター。 

(11) ICカード等 
クレジットカード等を記録・利用するための IC チップを内

蔵するカード及びスマートフォン等の電子記録媒体。 

(12) オーソリゼーション 

クレジットカードの利用者がクレジットカード会社に対し

て、カード利用者の信用状態について確認し、取引可の場

合 、 承認番号を得ること。 
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(13) ギャザリング 

オーソリゼーション処理が正常に終了したクレジットカー

ドの取引データを、クレジットカード会社がコンピュータ上

に売上データとして取り込むこと。 

(14) 商品等 
利用者が利用者に販売又は提供する、物品・サービス・権利・

役務・ソフトウェア等 

(15) 決済代金 決済の対象となる、商品等の代金及びその他の費用 

 

第4条 （利用申込と本契約の成立） 

1. 利用者は、本規約の内容を承諾のうえ、SBPS が定める方法に従い、本サービスの利用申込を

行うものとします。 

2. 本契約は、前条の申込みを受け SBPSが承諾したときに成立するものとします。なお、利用者

はこの諾否について一切の異議を述べないものとします。なお、利用者は、申込の際に提出を

した申込書その他の書面等の返却が行われないことに同意するものとします。 

 

第5条 （本サービスの提供） 

1. SBPSは、利用者に対し、以下の全部又は一部のサービスを提供します。 

(1) オーソリゼーションデータの中継サービス 

SBPSは、利用者が決済端末を使用して実行したクレジットカード等取引に関するオーソリ

ゼーションデータを、オンラインでクレジットカード等中継センターを通じ、利用カード会

社に中継するものとします。 

(2) 売上データの中継サービス 

SBPSは、利用者が決済端末を使用して実行したクレジットカード等取引に関する売上デー

タを、中継センターを通じ、又は直接利用カード会社にオンラインで中継するものとします。 

(3) 以下の機能を有する決済システムの全部又は一部の提供サービス 

① 決済状況の管理機能 

② 利用者による決済情報等の入力画面機能 

③ 決済情報等のデータ伝送処理機能 

④ 決済記録の閲覧機能 

⑤ その他、SBPSが定める機能 

(4) その他、別途 SBPSが定めるサービス 

2. 本サービスの提供区域は、日本国内とします。 

3. SBPSが必要と認めた場合、予告なく本サービスの仕様を変更することができるものとします。

仕様変更に伴い、決済端末の操作等が必要となる場合、利用者は SBPSの指示に従って必要な

操作等を行うものとします。 

  

第6条 （売上データの到着） 

利用者が SBPS OMO センターを経由して行ったクレジットカード等取引は、利用カード会社

等と利用者との間の契約等の定めにかかわらず、次の方法により売上データが利用カード会社

等に到着したときに、売上票が到着したものとみなすものとします。 

(1) オーソリゼーションデータの中継サービスを利用しギャザリングによる売上処理を行う場

合、オーソリゼーションの処理が正常に終了したとき。 

(2) オーソリゼーションデータの中継サービスを利用し承認番号を取得後、売上データの中継サ

ービスを利用し売上処理を行う場合、売上データが利用カード会社に到着したとき。 
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第7条 （クレジットカード等利用者等との紛議） 

本サービスを利用したクレジットカード等取引に関し、利用者、顧客、利用カード会社、その

他の第三者との間で何らかの紛議が生じた場合、その理由の如何を問わず、全て利用者の責任

と負担において解決するものとします。また、利用者、顧客、利用カード会社、その他の第三

者との債権債務（商品等に関するものを含みますが、これらに限らないものとします）、その他

の一切の事項、及びそれらに基づく紛争について、SBPS は一切関与せず、責任を負わないも

のとします。 

 

第8条 （利用するクレジットカード決済等サービスの加除） 

1. 利用者は、本サービスの利用を開始した後、利用者が既に利用しているクレジットカード会社

等以外のクレジットカード等決済を追加して利用する場合、SBPS が指定する方法で申込み、

SBPSの承諾を得るものとします。 

2. 利用者は、3 ヶ月以上の予告期間をもって、SBPS の所定の方法で通知することにより、利用

を開始したクレジットカード等決済のうち一部又は全部について解約することができるものと

します。この場合、すべてのクレジットカード等について解約された場合には、その時点で本

契約は解約されるものとみなします。 

 

第9条 （クレジットカード会員データ等の安全管理） 

SBPS は、本契約の本サービスにおけるクレジットカード会員データや機密の認証データ等に

ついて、アクセス、保存、処理及び送信等の取扱いについて、PCIDSS の要件に従った安全管

理措置を講じ、遵守するものとします。 

 

第10条 （利用者情報に関する保証） 

1. 利用者は、第 4 条の申込に際して、申込書に必要な事項（以下「利用者情報」といいます）を

記載するものとします。利用するカード会社等の回答が必要な事項その他申込書に記載を要す

る事項は、利用者の責任において取得の上、記載するものとします。 

2. 利用者は、利用者情報が記載時点において事実と合致しており、事実と異なる内容を含まない

ことを保証するものとします。 

3. SBPS は、利用者情報に基づいて本サービスを提供するものとし、利用者の故意過失にかかわ

らず、利用者情報に誤りがあったことにより本サービスの提供の全部又は一部の提供がなされ

なかったとしても、SBPS はそれに基づく一切の責任を負わず、利用者情報に誤りがあったこ

とにより SBPSが損害を被った場合には、利用者に対し、その賠償を請求できるものとします。 

 

第11条 （利用者情報の変更） 

1. 利用者は、利用者情報に変更があった場合、直ちに SBPSに申し出るものとします。 

2. SBPS は、前項の変更申出後、これに応じて本サービスの内容を変更するために SBPS におい

て合理的に必要となる期間を経過するまでは、変更前の利用者情報に基づいて本サービスを提

供するものとし、利用者は、当該取扱について異議を述べないものとします。 

 

第12条 （利用者の禁止行為） 

1. 利用者は、次の各号に定める行為又はこれに類似する行為を行ってはならないものとします。 

(1) 本サービスの提供又は運営に支障を与えること（支障を与える恐れのある行為を含みます） 

(2) 本サービスを利用する以外の目的で、SBPS OMOセンターへのアクセスその他本サービス

利用行為を行うこと、 

(3) 本サービスを受ける権利を他に譲渡すること。   
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(4) 前各号に定める行為を第三者に行わせること。 

2. 利用者が前項の行為を行い、これにより SBPSに損害を与えた場合、利用者はその損害を賠償

するものとします。 

3. 第 1 項各号の違反が判明した場合、SBPS は、本契約を解除し、又は利用者に対する本サービ

スの提供を一時的に制限することができるものとします。 

 

第13条 （秘密保持） 

1. 利用者及び SBPSは、本契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の

秘密等一切の情報（媒体および手段の如何を問わず、複製物および二次的資料も含むものとし

ます、以下「秘密情報」といいます）を、本契約の履行のためにのみ使用するものとします。

また、利用者及び SBPSは、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保菅・管理するも

のとし、相手方の書面による承諾なくして、秘密情報を本契約の履行以外の目的に使用したり、

第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報

は、秘密情報に該当しないものとします。 

(1) 開示を受けた時、既に公知または公用となっていた情報 

(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知または公用となった情報 

(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報 

(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 

(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報 

2. 利用者及び SBPSは、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよ

う善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生し

た場合には、その一切の責任を負うものとします。 

3. 前 2 項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求（弁

護士法に基づく照会を含むものとします）に応じる場合はこの限りではないものとします。こ

の場合において、利用者及び SBPSは、相手方に対して通知することについて法令等で制限が

ある場合を除き、原則として、開示に先立ち、相手方に対して開示要求がなされた旨を書面に

より通知するものとし、開示される秘密情報の範囲を必要最小限に努めるものとします。 

4. 本条第 1項の規定にかかわらず、利用者及び SBPSは、本契約の履行のために秘密情報を知る

必要のある自社の役員（執行役員を含むものとします）、従業員（雇用の形態を問わないものと

します）、顧問弁護士、公認会計士および受託者（以下、総称して「従業員等」といいます）に、

本契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を、相手方の書面

による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合に、利用者及

び SBPSは、従業員等に対し、本契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものと

します。 

5. 利用者及び SBPSは、本契約が終了した場合または相手方の指示、要求がある場合には、その

指示、要求内容に従い秘密情報の返却または廃棄その他の処分を行うものとします。 

 

第14条 （本サービスの中止及び停止） 

1. SBPS は、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として事前に SBPS が適当と認める方法

にて利用者に対し通知することにより、本サービスの全部又は一部を、一時的に中断、又は停

止できるものとします。ただし、緊急を要する場合は、利用者に対する通知は要しないものと

し、事後速やかに通知するものとします。 

(1) システム・設備のメンテナンス等を実施する場合 

(2) 本サービスに関する設備と接続している外部連携先システムやクレジットカード等中継セ

ンターのメンテナンスが実施される場合。 
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(3) その他、本サービスの運用上あるいは技術上、SBPSが本サービスの中断又は停止が必要と

判断した場合 

(4) その他 SBPSが必要と認める場合 

2. SBPS は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に事前に通知することなく本サービス

の全部又は一部を、一時的に中断、又は停止できるものとします。 

(1) 利用者のシステムが SBPSの定める接続条件を満たさない場合 

(2) システム・設備等の障害により、緊急に本サービスに関する設備のメンテナンスを実施する

場合 

(3) システム・設備の障害、データセンターの障害、通信回線・ネットワークの障害、その他想

定の範囲外の障害により、緊急に本サービスの提供ができなくなった場合 

(4) 暴動、戦争、テロ行為、天災、事故、停電、公的機関（裁判所・官公庁等）の要請・措置、

法令の制改定等、労働争議等の SBPS の責めに帰さない事由、その他 SBPS の合理的支配

を超える事由により、本サービスの提供ができなくなった場合 

(5)  利用者の利益保護のために必要と認められる場合 

(6) その他、本サービスの運用上あるいは技術上、SBPSが想定外の事由が生じ緊急に本サービ

スの中断又は停止が必要と判断した場合 

 

第15条 （免責） 

1. 前条第 1 項及び第 2 項の各号に定める事由が生じた場合における本サービスの停止、中断、又

はクレジットカード等、IC カード等、決済端末、その他の通信機器及びその上で動作するアプ

リケーション等の不具合、通信障害その他の本サービスに関する設備の不具合等により、利用

者又は利用者の顧客、その他の第三者に損害が生じた場合であっても、利用者又は利用者の顧

客、その他の第三者との間で解決するものとし、SBPSは一切の責任を負わないものとします。 

2. SBPS は、利用者が誤って送信した本サービスに関する情報を受信し、当該情報に基づいて処

理した結果、利用者にとって不利益な事態が生じたとしても、 当該事態に対し、一切の責任を

負わないものとします。 

3. 前各項に定めるほか、利用者の責に帰すべき事由により、利用者の顧客、その他第三者に損害

が生じた場合、利用者は、自らの責任において処理するものとし、SBPS は一切の責任を負わ

ないものとします。  

4. SBPS は、利用者の操作ミスによりデータに誤りが生じたとしても、修正の責任を負わないも

のとします。 

5. 利用カード会社、その他の第三者の責に帰すべき事由（法的破綻及び事実上の破綻を含みます

が、これらに限らないものとします）により、利用者に生じた損害について、SBPS は一切の

責任を負わないものとします。  

6. SBPS は、利用カード会社等との契約の維持及び本サービス提供の維持に務めるものとします

が、その維持を保証するものではなく、本サービスの内容変更や本サービスの終了について一

切の責任を負わないものとします。 

 

第16条 （保証範囲） 

1. SBPS は、SBPS が管理する本サービスのシステム等に障害が発生した場合、合理的な範囲で

速やかに復旧に努めるものとします。ただし、これを超える責任は一切負わないものとします。 

2. SBPS は、利用者に通知したにもかかわらず、利用者がこれを遵守しないことによって、利用

者に生じた不利益及び損害の一切について、責任を負わないものとします。 

3. SBPS は、契約上の責任、不法行為責任、その他のいかなる法律原因によるものであるかを問

わず、自己の故意又は重過失によらない事由によって利用者に生じた損害の一切について、責
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任を負わないものとします。 

4. SBPSは、いかなる場合でも利用者に生じた、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、

結果的損害又はデータ喪失の損害の一切について、責任を負わないものとします。 

 

第17条 （委託） 

SBPS は、必要に応じて本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託（数次委託を

含みます）することができるものとします。SBPS は、委託先に対し本規約の内容を遵守させ

るものとし、委託先の行為について責任を負うものとします。 

 

第18条 （地位の譲渡等の禁止） 

利用者は、SBPS の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位及び本契約に基づき発生した

債権を、第三者に譲渡又は質入れ等できないものとします。 

 

第19条 （有効期間） 

1. 本契約の有効期間は、本契約の成立の日から翌年 3月 31日までとします。ただし、期間満了の

6 ヵ月前までに利用者又は SBPS のいずれからも特段の申し出がない限り、本契約は自動的に

さらに 1年間延長するものとし、以後も同様とします。 

2. 前項の定めにかかわらず、利用者又は SBPS は、6 ヵ月前までに相手方に対し書面で通知する

ことにより本契約を解除できるものとします。 

 

第20条 （契約解除） 

1. SBPS 及び利用者は、相手方に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することな

く直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとします。 

(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、会社更生、破産、民事再生手続、そ

の他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。 

(2) 第三者より差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行もしくは競売の申立てがあった場合。 

(3) 租税公課の滞納処分を受けた場合。 

(4) 手形又は小切手が不渡りになった場合。 

(5) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。 

(6) 合併によらず解散した場合。 

(7) その他、本契約に違反し、相当期間経過後も是正がされない場合。 

2. SBPS は、前項のほか、利用者に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告すること

なく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとします。 

(1) 本規約に違反した場合。 

(2) 割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他の法令に違反した場合。 

(3) 利用者の営業又は業態が公序良俗に反すると SBPSが判断した場合。 

(4) 利用者が SBPS 又は利用カード会社の信用を失墜させる行為を行ったと SBPS が判断した

場合。 

(5) 本サービスを悪用していることが判明した場合。 

(6) 利用者が、SBPSにとって所在が不明になった場合。 

(7) SBPSとの他の契約において、その契約解除事由に該当した場合。 

(8) SBPS の調査に協力しない場合（虚偽の回答をなした場合を含む）、又は本規約に定められ

た SBPSの指導、要請等に従わない場合。 

(9) 利用者から SBPSへの金銭の支払いが延滞した場合。 

(10) 利用者が 1年以上継続して本サービスを利用していない場合。 
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(11) その他、利用者による本サービスの利用について不適当と SBPSが判断した場合。 

 

第21条 （反社会的勢力の排除） 

1. SBPS 及び利用者は、現在、自らならびに自らの役員、従業員、親会社、子会社及び関連会社

（事実上の役員、実質的に経営権を有するものを含む）が次の各号のいずれにも該当しないこ

とを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又

は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者又は暴力、威力、脅迫的言辞もしくは詐欺

的手法を用いて不当な要求を行い経済的利益を追求する者（以下「反社会的勢力」といいま

す）であること、又は過去においても反社会的勢力ではなかったこと。 

(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

(3) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認めら

れる関係を有すること。 

(5) その他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

2. SBPS 及び利用者は、自ら又は自らの役員、従業員又は第三者を利用して次の各号に該当する

行為を行わないことを確約する。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨

害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3. SBPS 及び利用者は、相手方が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合、相手方

に対し調査を求めることができ、相手方はこれに応じるものとする。 

4. SBPSは、利用者が第 1項もしくは第 2項に違反している疑いを認める場合、本サービスの停

止を含め、本契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。 

5. SBPS及び利用者は、相手方が第 1項もしくは第 2項にした場合、又は第 3項の調査に応じな

い場合（虚偽の回答をなした場合を含みます）、相手方への直ちに本契約を解除できるものと

します。 

6. 前項に基づき本契約が解除された場合、利用者は、SBPS に対し負担する一切の金銭債務につ

き当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。 

 

第22条 （その他の禁止行為） 

1. 利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。 

(1) 本サービスの提供又は運営に支障を与えること（支障を与える恐れのある行為を含みます）。 

(2) 本サービスを利用する以外の目的で、SBPSOMO センターへのアクセスその他本サービス

利用行為を行うこと。 

(3) 本サービスを利用する以外の目的で、決済端末を購入し、又は貸与を受けること。 

(4) 本サービスを受ける権利を第三者に譲渡すること。 

(5) 前各号に定める行為を第三者に行わせること。 

2. 利用者が前項の行為を行い、これにより SBPSに損害を与えた場合、利用者はその損害を賠償

するものとします。 

3. 第 1 項各号の違反が判明した場合、SBPS は本契約を解除し、又は利用者に対する本サービス

の提供を一時的に制限することができるものとします。 
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第23条 （契約終了後の措置及び残存条項） 

1. 利用者は、本契約の全部又は一部が終了した場合は直ちに、本契約の存在を前提とした広告宣

伝、取引申込の誘引行為、標識・ロゴ等の掲載を中止し、SBPS 又は利用カード会社から貸与

されている資料もしくは物品がある場合には SBPSに返却するものとします。 

2. 本契約終了後といえども、第 7条、第 13条、第 15条、第 16条、第 21条第 6 項、第 22条第

1 項、本条、第 25条乃至第 28条については、なお効力を有するものとします。 

 

第24条 （報告義務） 

1. 利用者は、以下の各号に該当する場合、直ちに SBPS に当該事項の発生について通知するもの

とします。 

(1) 本サービスの提供に関し、利用者が契約する利用カード会社との契約が解除になったとき。 

(2) 端末設置会社との端末設置契約が解除となったとき。 

(3) 差押、仮差押、仮処分又は租税公課の滞納処分を受けたとき（但し、第三債務者として差押

又は仮差押を受けた場合、その他信用に関係しない場合を除きます。）。 

(4) 支払停止があったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続き開始もしく

は特別精算開始の申し立てがあったとき。 

(5) 合併もしくは分割、又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議したとき。 

(6) 解散を決議したとき。 

(7) 監督官庁から、営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき。 

(8) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

2. 前項各号のほか、SBPSは、本サービスの円滑な提供のため、必要がある場合は利用者に対し、

利用者の業務内容その他の事項について開示を求めることができるものとします。 

 

第25条 （知的財産権） 

SBPS は、利用者に対し、本サービスの利用を許諾することにより、SBPS が本サービスにつ

いて保有する特許権、商標権その他の知的財産権について、本サービスを利用する目的の範囲

内に限りその使用を許諾するものとします（SBPS の商標権について、利用者は、SBPS が利

用を許可したロゴなど、その商標を利用者のウェブサイト等に掲示し、本サービスが利用可能

であることを示す限りで使用することができるものとします）。なお、利用者は、当該利用権に

ついて、第三者への再許諾、担保に入れるなど、本規約の目的の範囲外の利用はできないもの

とします。 

 

第26条 （準拠法） 

本規約には、日本法が適用されるものとします。 

 

第27条 （合意管轄） 

本規約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第28条 （協議解決） 

本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、両者で信義誠実の原則に従って協

議し、円満に解決を図るものとします。 

 

2022年 2月 22日制定 


